
※令和２年度の保険料変更はござい
　ません。

税理士・勤務税理士
職　員

家　族（1名）
世帯賦課限度額
75歳以上組合員

26,000円／月
15,000円／月
8,000円／月
66,000円／月
3,000円／月

保険料額

歳出合計  6,970,819 千円歳入合計  6,970,819 千円

歳入 歳出

国民健康保険料
4,317,884千円
61.9％

その他収入
186,866千円
2.7％

保険給付費
3,320,321千円
47.6％

予備費
1,153,980千円
16.5％

繰越金
1,500,000千円
21.5％

国庫支出金
966,069千円
13.9％

支援金・納付金
1,790,162千円
25.7％

保健事業費
368,976千円
5.3％

総務費
165,376千円
2.4％

その他
172,004千円
2.5％

お知らせ

国保
からの

歳入・歳出予算について令和
2年度

　令和元年9月30日付、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」が厚生労働省より公布
されたことに基づき、令和元年10月1日から再交付申請書「様式第1号の6」へのマイナンバーの記
入が不要となりました。（様式の変更なし）
※ただし、申請人である組合員の身元確認書類の添付は必要です。

再交付申請における
マイナンバーの記入についてお知らせ

国保
からの
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